
 

滋賀県がん診療連携協議会 議事結果報告書 

 

会 議 名 令和４年度第２回滋賀県がん診療連携協議会 緩和ケア推進部会 

開 催 日 時 令和４年11月24日（木）18時～19時50分 

開 催 方 法 Zoomによるweb開催 

出 席 者 【部会員】 

滋賀県立総合病院         花木 宏治 

滋賀医科大学医学部附属病院    森田 幸代 

滋賀医科大学医学部附属病院    林 駒紀 

大津赤十字病院          三宅 直樹 

大津赤十字病院          山本 茂子 

滋賀県立総合病院         冨永 千鶴 

公立甲賀病院           岡垣 哲弥 

公立甲賀病院           井上 由美 

市立長浜病院           田久保 康隆 

市立長浜病院           宮崎 恵子 

市立大津市民病院         津田 真 

市立大津市民病院         杉江 礼子 

淡海医療センター         堀 泰祐 

長浜赤十字病院          中村 一郎 

東近江総合医療センター      坂野 祐司 

ヴォーリズ記念病院        奥野 貴史 

滋賀県歯科医師会         奥村 喜与子 

滋賀県薬剤師会          田中 聡美 

滋賀県看護協会          日永 めぐみ 

滋賀県歯科衛生士会        溝井 敬子 

滋賀県がん患者団体連絡協議会   岩本 香奈 

滋賀県がん患者団体連絡協議会   奥井 さよ子 

滋賀県健康医療福祉部       田村 奈那子 

 

【事務局】 

滋賀県立総合病院         田井 佑樹 

 

 

 

欠 席 者 彦根市立病院           黒丸 尊治 

滋賀県立総合病院         辻森 弘容 

彦根市立病院           秋宗 美紀 

高島市民病院           髙橋 有和 

高島市民病院           天野 明美 

済生会滋賀県病院         権 哲 

近江八幡市立総合医療センター   赤松 尚明 

ヴォーリズ記念病院        谷川 弘子 

岩本整形外科           岩本 貴志 

滋賀県医師会           堀出 直樹 

滋賀県立総合病院         米澤 寿裕 

 

 

（※敬称略） 



 

議 事 概 要 【報告事項】  

１．令和４年度緩和ケア推進部会の取組内容・スケジュールについて 

各研修会の開催状況について報告（内容詳細については後述）。 

コロナ禍ということを勘案し、WEB開催への変更等もありながら、概ね計画通りに各研

修会は実施されている。中間評価（９月末）についてはA評価と致したい。 

          

２．滋賀県緩和ケア研修会について 

第３回滋賀県立総合病院、第４回淡海医療センター、第５回市立大津市民病院開催分

について各施設より報告。 

（第６回～第９回は開催済みであるが直近での開催であり、アンケート集約・資料 

作成の兼ね合いから次回報告とする） 

＜第３回滋賀県立総合病院＞ 

修了者数19名。院外参加も「可」とし、院内10名・院外9名。多職種が参加しての研修

会となり、有意義なものとなった。 

＜第４回淡海医療センター＞ 

修了者数15名。研修対象者は大半が受講済みとなった。令和４年２月にも開催予定で

あったが受講者が見込めないことから中止に変更。 

＜第５回市立大津市民病院＞ 

 修了者数15名。コミュニケーションに積極的な研修医が多く、活発なロールプレイとグル

ープワークが出来た。 

 

 アンケート結果全体としては、研修会を通じてお互いの役割が分かることで連携の大事さ

が分かったという意見が多く、研修会の理解については良好が多かった。 

次回以降は受講生の内訳についても共有していく方針。 

 

３．ELNEC-J研修会について 

 本年度は10施設で開催。うち日野記念病院、高島市民病院、長浜赤十字病院、近江八

幡市立総合医療センターの４施設では初開催となった。ヴォーリズ記念病院と近江八幡

市立総合医療センターは合同での開催。修了書発行となる受講生は41名。昨年より増加。 

コロナの状況を鑑みながら、研修会を継続していくことを重要視し、講義はWEBで繋

ぎ、ワークは現場スタッフと実施する方法にて開催。在宅療養への移行が進み、終末期

を支える療養型の施設や訪問看護ステーション等の参加が出来る状況を整える必要が

あり調整していきたいと考えている。 

 

４．世界ホスピス緩和ケアデー記念県民公開講座について  

当初は栗東芸術文化会館さきらにて開催予定であったが、コロナ禍であることを鑑

み、オンデマンド配信へと変更。事前に滋賀医科大学医学部附属病院にて、今回の特別講

演を収録し、YouTubeにて配信。 

          

５．滋賀県緩和ケアチーム研修会について  

集合研修にて９月開催予定であったが、コロナ第7波の影響を受け12月へと変更。第8

波の影響を鑑みWEB研修での開催を予定。日本緩和医療学会セルフチェックプログラム

を用いたピアレビューにて各施設より発表。滋賀県内全体の緩和ケアの質の向上や均て

ん化を目的に、第４期推進計画に向けての拠点病院の情報共有も兼ねており、県担当者

にも参加いただく。 

来年度は彦根市立病院にて第６回を開催予定。これで全ての拠点病院がPCT研修会開

催を経験したことになり、第７回以降は拠点病院が中心となって各圏域の施設が参加で

きる研修会の開催を検討していく方針。 

 

 

      



 

６～７．滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課より 

（地域との連携強化のための工夫について） 

①場所別死亡数 

 R２年度は13,039人。内訳割合としては「病院」が減少し「自宅」が増加。自宅死亡数

はR１年1,761人→R２年2,167人と406人増加。滋賀県は全国でも「自宅」の割合が高い。 

②地域における多職種連携の集まりについて 

 資料P43参照。 

③地域緩和ケア連携調整員について 

 地域で緩和ケアを提供するに当たって、地域の資源を連携させる地域拠点機能が十分

でない点が課題。地域緩和ケア等ネットワーク構築事業にて関係施設間の連携・調整を

行う地域緩和ケア連携調整員を育成し、それぞれの地域資源を最大限活用する狙いがあ

る。県内では地域緩和ケア連携調整員研修受講者が20名程度。 

 

地域との連携について 

＜市立長浜病院＞ 

地域医療多職種カンファレンスに関しては、従来は行っていたがコロナ禍以降難し

い。在宅看取りについては地域包括ケアセンターが主に対応している。コロナの状況が

落ち着けば顔が見える形での集団カンファレンスを復活させたいと考えている。 

患者会等ではZoomやLINEを利用したWEB開催も試みている。 

 

＜大津赤十字病院＞ 

 各エリアにて多職種連携があり、大津赤十字病院は中エリアに参加。 

 大津市医師会、薬剤師会、訪問事業所会等が連携した大津市在宅推進協議会があり、

年に３～４回会議を行っている（大津市医師会が中心となり開催）。 

 薬剤メーカー協力のもと多職種連携緩和ケアセミナーにも関わっている。 

 大きな会議はWEB開催が主流。 

 

＜公立甲賀病院＞ 

 他院との連携少なく自己完結型となっている。 

甲賀湖南うつ病・認知症・在宅医療等懇話会には出席しており、地域との連携を深めた方

が良いと考えている。 

 

＜ヴォーリズ記念病院＞ 

 自己完結型となっている。地域の訪問看護師と個別で連携しながら行っている。コロナの

関係で家に戻られる方が多く、そこに訪問診療行う形となっている。 

 

＜淡海医療センター＞ 

 草津市多職種事例検討会（草津市多職種連携会議）等に参加。他の先生方も熱心に参加さ

れており、顔の見える関係を構築するのに役立っている。病院全体として在宅に向けて取組

みも進んできている。 

自己完結型という形がとれないため、周辺の診療所との結びつきが少しずつ出来てきてい

る状況。 

 

８．病棟の運営状況、面会制限について 

＜滋賀県立総合病院＞ 

 緩和ケア病棟20床はこれまで閉鎖なく継続。面会制限に関しては、入室は同時に３名

まで、１人当たりの時間制限30分。ワクチン接種３回済みの方２名までは９時～21時ま

で付き添いという形で時間無制限。病棟での飲食禁止。 

 

＜ヴォーリズ記念病院＞ 

 ８月末にホスピス全体でクラスターが発生した影響でリモート面会のみ許可してい



 

た。現在は同時に２人まで、１日15分（ワクチン接種回数は問わない）。但し、看取り期

が近い方のみに制限。 

 

＜市立大津市民病院＞ 

 入院時に５名までの面会リストを提出。14時～17時に１回15分、４枠（１人２枠まで）

までといった形で制限。付き添いに関しては５名のリストの中から３名まで交代で24時

間許可。室内での飲食禁止。付き添いは「余命1週間程度」を基準としながらも、状況を

見ながら許可を出している。稼働については11月21日より15床→12床に縮小。 

 

＜公立甲賀病院＞ 

 これまで２回クラスターが起こったということもあり、面会制限については病院ルー

ルに従っているが、状態によっては２人まで、15分以内の許可も行っている。緩和ケア

病棟が１階にあるため窓越し面会が出来ている（週２回まで等の制限付き）。 

 

意見等 

緩和ケア病棟でも面会が制限されることで、悲嘆やグリーフへの課題に対してどう対応

しているのか。 

＜ヴォーリズ記念病院＞ 

大切な視点と考えているが、できていない状況。その状況にともに寄り添っている。 

 

＜滋賀県歯科衛生士会＞ 

 緩和ケアの患者は口腔内のトラブルを抱えられる方が多い。そのような方のサポートが少

しでも出来ればと思っている。特に終末期の方はトラブルも多いため、対応される際は歯科

医師・歯科衛生士のことも思い出して欲しい。 

 

＜滋賀県がん患者団体連絡協議会＞ 

 病院でのがんサロンの開催が出来ていない状況にあり、患者会独自で患者の集いを行

っている。 

 地域との連携がたくさんあることを患者サイドにもよく知らせてほしい。 

 ピアサポーター養成講座を３年振りに開催し５名新たにピアサポーターとなった。 

  

 

【審議事項】 

９．緩和ケア研修会受講率算出について 

 受講率算出にあたって分母となる診療科をどのように決めているか。 

＜滋賀県立総合病院＞ 

 厚生労働省通達に準じた全医師を対象として算出。 

 

＜滋賀医科大学医学部附属病院＞ 

 厚生労働省通達に基づいた計算を行っている。 

 なお、指針に基づきがん診療に携わる医師の数を正確に算出している。 

 

＜市立長浜病院＞ 

 指針の具体例に従って母数を算出。 

 

＜市立大津市民病院＞ 

 指針の具体例に従って母数を算出。 

 手術麻酔の医師も入れるべきか、整形外科の医師も入れるべきか迷うところ。 

 

 

 



 

＜大津赤十字病院＞ 

 「非常勤」は週１日以上出勤の医師を対象としている。 

 分子（受講者数）については、指針の具体例に従って算出。 

 

＜高島市民病院＞ 

 施設にて対象診療科を決めて母数を算出。 

 

◆指針に従って「１年以上自施設に所属し、常勤・非常勤を含めて、患者との対面によ

る診察を行う全ての医師」を母数としてはどうか。 

 →頑なに受講しない医師が一定数存在。数値の下がった受講率を報告し、マイナスの 

  影響が出るのは避けたい。 

 →「非常勤」の中には年に数回程度の出勤等の医師がおり、全てを対象とすると 

現実的な受講率の算出にならないのではないか。 

 →滋賀県だけで決めるものなのか。全国的にはどうなのか。 

 

◆指針の具体例に従って分母算出を行うと決めれば基準があり分かりやすいのではないか 

 →それぞれの施設で必要と判断する診療科を分母にすることで良いのではないか。 

 

「緩和ケア研修会の受講率」については審議事項とし、対象施設のみで日を改めて再度検討。 

 

以上 

そ の 他 特になし 

 以上のとおり報告します。                        令和 ４年 11月 25日 

滋賀県がん診療連携協議会 会長 様 

 

   緩和ケア推進部会 部会長 花木 宏治 


